
預金保険機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

理事長

理事

監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２９年度における改定内容

　理事長及び理事の報酬については、平成10年9月以降、特殊法人等の
役員の給与についての一連の閣議決定に従い、国家公務員（指定職）の
水準に準じて適正な水準となるよう決定している。
　監事の報酬については、他の政府関係機関における非常勤監事の勤務
実態及び報酬額等を参考にして決定している。

　役員報酬は、人事院勧告に基づく「一般職の職員の給与に関する法律
（以下、「給与法」という。）」の改定に準拠し、役員給与規程の改定を行い、
当該規程に基づいて役員報酬を支給することとしている。業績給について
は導入していない。

　役員報酬支給基準は、月額、特別手当から構成されて
いる。月額については、預金保険機構役員給与規程に
則り、本給（１，１２９，０００円）に地域手当（２２５，８００円）
を加算して算出している。特別手当についても、預金保
険機構役員給与規程に則り、特別手当基準額（本給＋
地域手当＋本給×１００分の２５＋本給及び地域手当の
月額に１００分の２０を乗じて得た額）に６月に支給する場
合においては１００分の１５５、１２月に支給する場合にお
いては１００分の１７５を乗じ、さらに基準日以前６箇月以
内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じ
て得た額としている。
　なお、平成２９年度では、人事院勧告に基づく給与法の
改正に準拠した特別手当支給率の引き上げ（年間０．０
５ヶ月分）を実施した。

　役員報酬支給基準は、月額、特別手当から構成されて
いる。月額については、預金保険機構役員給与規程に
則り、本給（８３８，０００円）に地域手当（１６７，６００円）を
加算して算出している。特別手当についても、預金保険
機構役員給与規程に則り、特別手当基準額（本給＋地
域手当＋本給×１００分の２５＋本給及び地域手当の月
額に１００分の２０を乗じて得た額）に６月に支給する場合
においては１００分の１５５、１２月に支給する場合におい
ては１００分の１７５を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内
の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて
得た額としている。
　なお、平成２９年度では、人事院勧告に基づく給与法の
改正に準拠した特別手当支給率の引き上げ（年間０．０
５ヶ月分）を実施した。

　役員報酬支給基準は、月額のみである。月額について
は、預金保険機構役員給与規程に則り、非常勤役員手
当月額（１５４，０００円）である。

  ②  平成２９年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）



２　役員の報酬等の支給状況
平成２９年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

22,554 13,548 6,296 2,709 （地域手当） *※

千円 千円 千円 千円

7,474 4,389 2,195
877
12

（地域手当）
（通勤手当） 9月7日 *

千円 千円 千円 千円

7,493 4,389 2,195
877
31

（地域手当）
（通勤手当） 9月7日

千円 千円 千円 千円

16,989 10,056 4,673
2,011

248
（地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

16,855 10,056 4,673
2,011

114
（地域手当）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

9,323 5,666 2,478
1,133

45
（地域手当）
（通勤手当） 9月8日 ◇

千円 千円 千円 千円

7,495 5,558 729
1,111

95
（地域手当）
（通勤手当） 9月8日

千円 千円 千円 千円

1,848 1,848 0 0

注１：「平成２９年度年間報酬等の総額」欄と各内訳の合計の不一致は、端数処理によるものである。
注２：「地域手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注３：「前職」の「※」は独立行政法人等の退職者、「*」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「*※」は退職公
       務員が独立行政法人等の役職員に就任し退職した後、役員となったことを示す。

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　理事長

　理事

　監事

　監事（非常勤）

就任・退任の状況

その他（内容）

監事
（非常勤）

E理事

理事長

A理事

B理事

　理事長の報酬については、平成10年9月以降、特殊法
人等の役員の給与についての一連の閣議決定に従い、
国家公務員（指定職）の水準に準じて適正な水準となるよ
う決定している。また、人事院勧告に基づく給与法の改定
に準拠し、役員給与規程の改定を行っており、その報酬
水準は妥当なものと認められる。

F理事

前職

C理事

D理事

役名

　監事の報酬については、平成11年9月に、他の政府関
係機関（沖縄振興開発金融公庫及び日本政策金融公
庫）における非常勤監事の勤務実態及び報酬額等を参
考にして決定しており、その報酬水準は妥当なものと認め
られる。

　理事の報酬については、平成10年9月以降、特殊法人
等の役員の給与についての一連の閣議決定に従い、国
家公務員（指定職）の水準に準じて適正な水準となるよう
決定している。また、人事院勧告に基づく給与法の改定
に準拠し、役員給与規程の改定を行っており、その報酬
水準は妥当なものと認められる。

該当者なし



【主務大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（平成２９年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

理事長 該当者なし

千円 年 月

12,014 8 H29.9.7 1.4 *

千円 年 月

9,010 6 H29.9.7 1.4

監事 該当者なし

注：「前職」の「*」は退職公務員であることを示す。

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

理事

法人での在職期間

判断理由

該当者なし

理事A

理事B

　業績給については、現在導入していない。今後国の動向を踏まえ、導入
の是非等を検討する。

　預金保険機構は、金融機関の破綻処理や債権回収な
ど、多岐にわたって専門性が求められる業務を行ってお
り、その役員については、金融業務や倒産法制、債権回
収などの高度な専門知識を有する人材が求められてい
る。そうした中で、預金保険機構においては、特殊法人等
の役員の給与についての一連の閣議決定に従い、国家
公務員（指定職）に準じた水準にすることとし、人事院勧
告に準じて給与規程の改定を行うなど、給与水準の適正
化に努めている。

内部規程の定めに従い、運営委員会の金融界以外の委員と監事からなる業績評価委員会に
おいて、業績勘案率を決定しており、適正な水準と判断している。

理事長



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成２９年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

234 47.1 8,907 6,455 164 2,452
人 歳 千円 千円 千円 千円

215 47.1 9,000 6,454 173 2,546
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 45.6 13,425 9,667 156 3,758
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 47.7 4,600 4,600 0 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし

常勤職員

事務・技術

嘱託職員

うち所定内

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　職員の俸給については、給与法の適用を受ける国家公務員と同様に職務の内容と責任に応
じて決定している。また、国等からの出向者についても、それぞれの出向元での給与を基準と
して、機構に採用する際に給与を決定している。
　人件費管理については、認可された予算の範囲内で適正に管理している。

　職員の勤務成績に応じて、国家公務員と同様に、昇給、昇格及び賞与のうち勤勉手当の額
に反映させている。

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

　預金保険機構職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（特別調整給、職能手当、扶養手当、
地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、深夜勤務手当、管
理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当）としている。
　期末手当については、期末手当基準額（俸給＋扶養手当＋地域手当＋役職段階別加算額
＋管理職加算額）に期別支給割合を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその
者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　勤勉手当については、勤勉手当基準額（俸給＋地域手当＋役職段階別加算額＋管理職加
算額）に勤勉手当の支給実施要領に定める基準に従って定める割合を乗じ、さらに基準日以
前６箇月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
　平成２９年度における主な改定内容は、人事院勧告に基づく給与法の改正に準拠した俸給
表の改正（４００円を基本に俸給を引き上げ）及び勤勉手当支給月数の引き上げ（年間０．１ヶ
月分）である。

民間出向職員

指定職

区分
総額

人員
平成２９年度の年間給与額（平均）

うち賞与平均年齢



人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -

人 歳 千円 千円 千円 千円

11 53.8 8,030 5,681 193 2,349
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 57.5 7,767 5,595 223 2,172

人 歳 千円 千円 千円 千円

14 62.9 7,920 5,677 192 2,243
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 62.9 7,920 5,677 192 2,243
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：指定職員とは国の行政職(二)相当の者、民間出向職員とは金融機関等からの出向者、嘱託職員とは期間を定め
て任用した者(国の行政職(二)相当の者を除く)をいう。

注３：研究職、医療職、教育職に該当者がいないため、記載を省略した。
注４：在外職員については、該当者が１人、任期付職員のうち指定職については、該当者が２人のため、当該個人に関
する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

嘱託職員

事務・技術

事務・技術

指定職

在外職員

民間出向職員

指定職

再任用職員

事務・技術

非常勤職員

民間出向職員

嘱託職員

民間出向職員

指定職

任期付職員

嘱託職員



注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。
注2：年齢28-31歳の該当者は３人であり、当該個人に関する情報が特定されるおそれがある
ことから、第１・第３四分位は表示していない。

（事務・技術職員）

人

2

26

52

39

89

7
注：「部長・同相当職」の該当者は２人であり、当該個人に関する情報が特定されるおそれが
あることから、平均年齢及び年間給与額は表示していない。

4,348 4,695～4,206

年間給与額

最高～最低
千円

-

12,690～10,453

11,788～9,443

千円

平均

11,510

10,608

人員

　　　係長・同相当職

歳

56.0

-

41.0

26.4　　　係員

8,708

7,305

10,205～7,462

9,598～4,817

53.9

49.7

②　年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）
　　〔在外職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

③　職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

　　　部長・同相当職 -

　　　次長・同相当職

平均年齢分布状況を示すグループ

　　　課長・同相当職

　　　課長補佐・同相当職
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歳
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歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
千円



査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

         最高～最低

３　給与水準の妥当性の検証等

（事務・技術職員）

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　121.9

・年齢・地域勘案　　　　　　　　106.4

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　117.4

・年齢・地域・学歴勘案　　　　103.0

（法人の検証結果）
　勤務地の特殊性のほか、金融機関の破綻処理等の業務の特殊性か
ら、金融実務経験者、金融システム精通者などの高度な専門性を備え
た者を主に採用しているため、管理職や大卒以上の高学歴者の割合
が高い。そのため、国に比べて給与水準が高くなっているものの、支出
総額に占める給与・報酬等支給総額は0.6％と低く、また国からの財政
支出や累積欠損額はない。
　今年度のラスパイレス指数については前年度より下降しており、今後
も引き続き国の制度改正を踏まえ、給与水準の適正化に努める必要が
あると考える。

（主務大臣の検証結果）
　預金保険機構の給与水準が国家公務員の給与水準に比べ高くなっ
ているのは、金融機関の破綻処理等の業務の特殊性から、金融の実務
経験者、金融機関のシステム精通者などの高度の専門性を備えた者を
採用していることが要因となっていると考えられる。そうした中で、預金
保険機構においては、人事院勧告に準じた給与改定を行う等給与水
準の適正化に努めている。

55.5～38.4

41.7

計

49.3

％

％

％％

58.5

54.9～47.3
％

％

41.2
％

55.6～37.3

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　0％】
【累積欠損額　0円（平成28年度決算（一般勘定））】
【管理職の割合　17.4％（常勤職員数414名中72名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　80.7％（常勤職員数414名中334名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額　0.6％】
（支出総額　633,025,621,099円、給与・報酬等支給総額
4,010,732,823円：平成28年度決算）

％

55.5～38.2

％

％

冬季（１２月）

49.5

50.5

58.3

％

41.5

内容

１．当機構の勤務地は東京及び大阪のみであり、全職員に対して東京
20％、大阪16％と高い支給割合の地域手当を支給しているため。
２．特殊性（金融機関の破綻処理等）を有する業務を処理するため、金
融実務経験者、金融システム精通者などの高度な専門性を備えた者を
主に採用しているため。

％

％

％

56.0～42.6
％

58.8

　給与水準の妥当性の
　検証

49.1

管理
職員

％

区分 夏季（６月）

対国家公務員
指数の状況

一律支給分（期末相当）

50.7

55.4～45.9

％

50.9

項目

一般
職員

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

一律支給分（期末相当）

％

④　賞与（平成２９年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

９人



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

(A)

(Ｂ)

(Ｃ)

(D)

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

「給与、報酬等支給総額」、「最広義人件費」の増減要因

　①給与、報酬等支給総額

　②最広義人件費

「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、

役員の退職手当については平成30年1月1日から国家公務員と同様の支給水準の引き下

げを行った。職員については従前より国家公務員の支給水準よりも低い支給率を適用して

いることから特段の措置は講じていないが、今後も国家公務員の動向を勘案しつつ、引き

続き適正な水準を維持していく。

福利厚生費
千円

千円

4,159,984

千円

29,216

▲ 19,515

21,699

100,250

千円

86,923

3,809,627

千円

3,468,651
千円

54,125
千円

485,963
千円

4,095,663

千円

　前年度比100,025千円（2.4％）については、上記の要因のほか、定年等による退職者の増
加に伴う退職手当の増加や社会保険料率の引き上げが主な要因。

4.4%

千円

497,514

千円

29,925 50,174

91,076
千円

最広義人件費

　前年度比68,850千円（2.0％）については、職員数の増加や国家公務員の給与改定に準
拠した給与支給額の増加が主な要因。

千円

60,669

千円

千円

441,891

　業績給については、現在導入していない。今後、給与法の適
用を受ける国家公務員の動向を踏まえ、導入の是非等を検討
する。

非常勤役職員等給与

68,850

○ ２２歳（大卒初任給）
　月額 192,700円　年間給与 3,792,336円
○ ３５歳（係長・同相当職）
　月額 279,600円　年間給与 5,576,344円
○ ５0歳（課長補佐・同相当職）
　月額 403,100円　年間給与 8,252,266円
※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者10,000円、子1
人につき8,000円）を支給

2.4%

2.0%

58.2%

▲21.4%

千円

千円

千円

3,521,218

千円 千円

平成30年度に見込まれる対国家公務員指数
　年齢勘案：121.9程度、年齢・地域・学歴勘案：103.0程度
　目標水準：103.0程度（年齢・地域・学歴勘案）、目標期限：30年度

　勤務地（東京及び大阪のみ）の特殊性による給与水準の格差は、今
後も解消は困難である。また、業務の特殊性から金融の実務経験者や
高度の専門性を備えた者を主に採用しており、給与水準差の解消につ
いては、人材確保の観点からも困難であるが、引き続き、国の制度改正
を踏まえ、給与水準の適正化に努め、年齢・地域・学歴勘案による指数
が、平成29年度の水準と概ね同水準となることを目指す。

平成26年度 平成2７年度

3,277,141

平成28年度 対前年度比

千円

退職手当支給額

区　　分

給与、報酬等支給総額

講ずる措置

71,561
千円

519,213
千円

4,260,234

平成2９年度

千円

3,590,068
千円

79,390



Ⅳ　その他

特になし


